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【国際特許分類】
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【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】平成30年8月6日(2018.8.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光学有効面（１００ａ）を有する、マイクロリソグラフィ投影露光装置用の反射光学素
子（１００）であって、
　基板（１０１）と、
　反射層系（１１０）と、
　前記光学有効面（１００ａ）から又は前記基板（１０１）に面した境界面から前記反射
層系（１１０）まで内方に延び、且つ該反射層系（１１０）からの外来原子の流出を許す
チャネル状欠陥（１２１）の欠陥構造（１２０）と
を備え、前記チャネル状欠陥（１２１）は、これらのチャネル状欠陥のない同様の層構成
と比べて、前記反射層系（１１０）からの外来原子の流入の特徴である拡散係数を少なく
とも２０％増加させる反射光学素子。
【請求項２】
　請求項１に記載の反射光学素子において、前記チャネル状欠陥（１２１）は、ナノチュ
ーブ、特にカーボンナノチューブにより形成されることを特徴とする反射光学素子。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の反射光学素子において、前記チャネル状欠陥（１２１）は、こ
れらのチャネル状欠陥のない同様の層構成と比べて、前記反射層系（１１０）からの外来
原子の流入の特徴である拡散係数を少なくとも４０％、より詳細には少なくとも５０％増
加させることを特徴とする反射光学素子。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１項に記載の反射光学素子において、前記欠陥構造（１２０）
の前記チャネル状欠陥（１２１）の最大長が、少なくとも３０ｎｍ、特に少なくとも５０
ｎｍ、より詳細には少なくとも１００ｎｍであることを特徴とする反射光学素子。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか１項に記載の反射光学素子において、前記チャネル状欠陥（１
２１）の少なくとも１つは、前記反射層系（１１０）の全厚に延びることを特徴とする反
射光学素子。
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【請求項６】
　請求項１～５のいずれか１項に記載の反射光学素子において、前記チャネル状欠陥（１
２１）は、１ｎｍ～２５μｍの範囲の平均直径を有することを特徴とする反射光学素子。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれか１項に記載の反射光学素子において、前記チャネル状欠陥（１
２１）は、アブソーバ面の方向に望ましくないスペクトル域を回折させる回折格子を形成
するように相互に対して離間して配置されることを特徴とする反射光学素子。
【請求項８】
　マイクロリソグラフィ投影露光装置用の反射光学素子を製造する方法であって、前記反
射光学素子は、基板（１０１）、反射層系（１１０）、及び光学有効面（１００ａ）を有
し、前記反射層系（１１０）に、前記光学有効面（１００ａ）から又は前記基板（１１０
）に面した境界面から前記反射層系（１１０）まで内方に延び、且つ該反射層系（１１０
）からの外来原子の流入の特徴である拡散係数を増加させることにより前記反射層系（１
００）からの外来原子の流出を促すチャネル状欠陥（１２１）の欠陥構造（１２０）を設
ける方法。
【請求項９】
　請求項８に記載の方法において、前記基板（１０１）上に目標通りに傷を加えることを
用いて、前記欠陥構造（１２０）を作製することを特徴とする方法。
【請求項１０】
　請求項８又は９に記載の方法において、前記欠陥構造（１２０）を作製するために、前
記反射層系（１１０）の堆積前又は堆積中にナノチューブコーティング、特にカーボンナ
ノチューブコーティングを堆積させることを特徴とする方法。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の方法において、前記反射層系（１１０）の堆積前に、前記ナノチュ
ーブコーティングのナノチューブに少なくとも１つの保護層を設けることを特徴とする方
法。
【請求項１２】
　請求項８～１１のいずれか１項に記載の方法において、前記欠陥構造（１２０）を作製
するために、前記反射層系（１１０）の堆積中にダイヤフラム構造を用いることを特徴と
する方法。
【請求項１３】
　請求項８～１２のいずれか１項に記載の方法において、前記欠陥構造（１２０）を、前
記反射層系（１１０）の堆積後に、前記チャネル状欠陥（１２１）を作製するための局所
イオンビームエッチングにより作製することを特徴とする方法。
【請求項１４】
　請求項８～１３のいずれか１項に記載の方法において、前記チャネル状欠陥（１２１）
を区画するチャネル壁に沿って、少なくとも特定の領域にゲッター材料を設けることを特
徴とする方法。
【請求項１５】
　請求項８～１４のいずれか１項に記載の方法において、前記欠陥構造（１２０）の前記
チャネル状欠陥（１２１）を、前記反射光学素子のうち前記光学有効面（１００ａ）に面
しない側から導入することを特徴とする方法。
【請求項１６】
　請求項１～７のいずれか１項に記載の少なくとも１つの反射光学素子を備えた、マイク
ロリソグラフィ投影露光装置（１０）の光学系、特に照明デバイス又は投影レンズ。
【請求項１７】
　照明デバイス及び投影レンズを有するマイクロリソグラフィ投影露光装置（１０）であ
って、請求項１～７のいずれか１項に記載の反射光学素子を有することを特徴とするマイ
クロリソグラフィ投影露光装置。
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